
＜景観審査部会＞ 

○日吉箕輪町計画の景観形成について（審議）（平成 29年５月 11日、平成 29年７月 25日）

【資料４－１】 

【付議理由】 

 地区計画条例では、「市長が地区計画条例による形態意匠の認定をしようとする場合、規模等に照

らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会の意見を聴くことができる」

としており、「２号再開発促進地区以外に建築するもので、高さが市街地環境設計制度の緩和限界を

超えるもの」という点はこれに該当する。また、第 99回都市美対策審議会にて「地区計画の制限内

容などを定める際には作成段階も意見を聴く」となっていることから付議をした。 

 本件は、平成 28 年９月に地区計画の形態意匠制限について報告をし、平成 29 年５月、７月は形

態意匠制限の認定に先立ち、デザインの考え方についてご意見を伺うため付議をした。 

【計画概要】 

・東急東横線日吉駅と綱島駅の間に位置する最高高さ 60ｍのマンション・低層商業系の複合開発計画

・周辺へ開かれた低層部のにぎわい形成と周辺環境へ配慮し中高層部の圧迫感・長大感を抑えた計

画を行う。

【結論】

 ５月の部会では、「中高層部の圧迫感・長大感の軽減に向けたデザインの考え方について、綱島街

道沿いのパースを中心に確認した。次回は、低層部の賑わい創出の考え方について議論を行う。ま

た、中高層部と低層部を合わせた全体のデザインや他の面からのパース、中央広場や通路からの見

え方を含めて確認する」という結論となった。 

７月の部会では、「低層部のしつらえについては動線等人の活動を考慮しながら引き続き検討し、

エリアマネジメントについては段階的な視点を含めて検討すること。中高層部のデザインについて

は引き続き検討を深めること」という結論となった。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

○関内地区北仲通南準特定地区での景観形成について（報告）（平成 29年７月 10日）

【資料４－２】 

【付議理由】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の

新築又は移転）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定めるに当たっては、あらかじ

め、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしている。 

本件は、３月に検討結果の報告をし、７月に「緑化・外構」部分について報告をした。 

【計画概要】 

・建築物の高さ約 155ｍの新市庁舎の整備（商業機能：１～３階、行政機能：３階～31 階、議会

機能：３階～８階）

・都市景観協議地区協議方針及び横浜市新市庁舎デザインコンセプトブックに基づき、連続性の

ある賑わいの創出や親密な水際空間の形成などを行う。

【結論】 

「緑化・外構」について確認をした。市庁舎の使われ方については、人の流れや使う人の目線で

考え、一体管理の仕組みづくりを含めて引き続き市で検討し、ワークショップでの取り組み等につ

いては外部に発信していってほしい旨を意見とする。 

各部会の開催状況について 

資 料 ４ 



○都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

（関内地区都市景観協議地区 中区横浜公園）（審議）（平成 29年７月 10 日）【資料４－３】 

【付議理由】 

付議が必須の規模のものではないが、横浜公園は景観重要公共施設として位置づけられ、国の近

代化産業遺産に指定されているなど、景観上、歴史上も重要な公園施設とされている。また、横浜

スタジアムはアマチュア利用を前提とした市民球場であり、その改修に係る設計・デザインについ

ては、景観の専門家や市民目線の意見を取り入れる必要があると考えるため、付議をした。 

【計画概要】 

・建築物の高さ 31ｍ（地下１階、地上４階）、増築・改修後の増席数約 6,000席 

・「新たな市民開放」「周辺への賑わいの創出と回遊性の向上」「横浜らしさを考慮した建築デザイ

ン」「造園デザインの再構築と緑環境の向上」の４つをテーマに景観形成を行う。 

【結論】 

バックネット裏の見せ方、夜間景観の工夫、デッキの活用方法については引き続き市と事業者で

協議を進めることを意見とし、申出者の考え方に対する市の協議方針については概ね了承とする。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

（参考） 

○エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会 アーバンデザイン部会の開催状況 

※エキサイトよこはま２２エリア内の形態意匠の認定においては、専門的な観点から景観に関する意見

を伺う場であるアーバンデザイン部会にて審議することを本審議会において了承をいただいております。 

 

【内容】 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること（第 24回：平成 29年７月 31日） 

・（仮称）横浜駅西口開発ビル駐車場棟の景観デザインについて意見徴収 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること（第 25回：平成 29年９月６日） 

・（仮称）横浜駅西口開発ビル駐車場棟の景観デザインについての意見徴収 

・ 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の景観デザインについて意見徴収 

 

※（仮称）横浜駅西口開発ビル駐車場棟スケジュール 

Ｈ30年度 着工（予定） 

Ｈ32年度 竣工（予定） 

 

※ 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業スケジュール 

平成 29 年度 市街地再開発組合設立（予定） 

平成 30 年度 建築工事着手（予定） 

平成 33 年度 竣工（予定） 

 

 

















＜表彰広報部会＞ 

平成 29 年５月 12 日：表彰式及びティーパーティー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各区パネル展示 
＜南区＞                    ＜青葉区＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受賞プレート設置写真 
＜横浜海岸教会＞       ＜minaGARDEN  十日市場＞  ＜みなまき みんなのひろば＞ 
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